
　県民の皆さんの願いを実現するため、県議会では、４年ごとに選挙で選

ばれた議員が、県民の意見を代表して、県の予算や条例案等を審議し、県

政の方針を決定しています。�
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　県議会には定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時

会」があり、いずれも知事が招集します。�

　定例会は年４回と定められており、例年２月、６月、９月、１２月に開かれ

ます。�

　臨時会は、特に緊急な事案が生じたときに招集されます。�

　議員全員で構成する会議を本会議といいます。本会議では、議案の議決な

どの最終的な意思決定を行います。�

　一方、本会議に提案された議案などを分担して、専門的、能率的に審査

するため、委員会が設けられています。委員会には、常任委員会、特別委員

会および議会運営委員会があります。�

　また、各委員会は、議会の閉会中でも、必要に応じて会議を開き、重要

事項の審査をしたり、県の事業などを調査しています。�

　b条例の制定、改正、廃止を決めます。�

　b県の予算を決め、決算を認定します。�

　b県の基本的計画や一定額以上の工事請負契約などを決めます。�

　議員の中から議長、副議長を選びます。また、県民の中から選挙管理委

員を選びます。�

　知事が副知事、教育委員会委員、公安委員会委員、人事委員会委員、監査

委員などを選任または任命する場合は、議会の同意が必要です。�

　県議会の本会議や常任委員会、特別委員会は特別の場合を除き、どなた

でも傍聴することができます。�

開会予定時刻（原則午前10時）の30分前から傍聴席に入室でき

ますので、県庁本館４階傍聴席に直接お越しください。�

開会予定時刻の30分前から受付を行いますので、議会事務局

（県庁本館２階）にお越しください。

　県の仕事が議会の議決したとおり行われているかどうか事務の内容を調

査または検査したりします。�

　県民の福祉や利益のために、国会および関係行政庁に対して意見書を提

出することができます。�

　提出された請願を審査し、採択・不採択を決め、採択したものは、知事

等執行機関に送付し、その実行を求め、県の仕事に反映させます。�

県 議 会 の し く み�

県 議 会 の 権 限 �

b団体で傍聴を希望される場

合は、あらかじめ下記まで

ご連絡ください。�

b開催日程などの詳細は、ホ

ームページでお知らせして

いますが、変更になる場合

がありますので、事前に下

記までお問い合わせください。�

〈連絡先〉議会事務局 議事調査課 議事運営担当（TEL O77-528-4090）�

●インターネットによる議会中継等�
　滋賀県議会では、インターネットによる議会中継を行っています。ライブ中継では、

本会議の開始から終了までの議場の様子をそのまま中継します。過去の録画映像も掲載

しています。�

　また、定例会情報、請願・陳情の手続き、議員紹介、会議録検索等を掲載しています。�

�

●滋賀県議会会議録の閲覧�
　本会議の公式記録として、議事の経過などを記載した滋賀県議会会議録を作成してい

ます。会議録は、次期定例会の開会日以降に次の場所または滋賀県議会のホームページ

でご覧いただけます。�

　○県庁（議会図書室、県民情報室）　○県立図書館、市町立図書館�

　○南部振興局（甲賀県事務所を含む。）、各地域振興局、高島県事務所�
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b経済振興対策�

b環境・防災対策�

b少子高齢化対策�

b地方分権・財政対策�

b琵琶湖淀川水系問題対策�

滋賀県議会のホームページ�
http://www.pref.shiga.jp/gikai/�
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滋賀県議会では、県民の皆さんに議会活動への理解を一層深めていただくため、わかりやすい広報紙づくりに努めています。御意見などを下記までお寄せください。
あて先　〒520-8577 大津市京町４－１－１　滋賀県議会事務局 議事調査課 政務調査室　TEL 077-528-4094 FAX 077-528-4940 Ｅメール gikai@pref.shiga.lg.jp


